
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給与振込指定者限定 

定期積金 

〒790-0011 松山市千舟町 8 丁目 128 番地１ 金融部金融企画課 TEL089－943－8731 

ＪＡえひめ中央 
 

※期間/１２カ月以上８４カ月以内 

※掛込総額/５０万円以上２００万円以下 

※対象/給与受取口座を当ＪＡに指定されている個人の方 

春夢一番 

 

人生にはさまざまな 

ライフイベントがあり 

意外とお金がかかります！ 

コツコツと月々の 

定期積金で安心の生活を 

送りましょう！ 

ササ

イフ 

税引き後（０．０７９％） 

ササイフ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和6年9月2日現在

商　    品　    名

（ 愛                称 ）

●定額式定期積金又は目標式定期積金

（愛称：春夢一番）

ご利用いただける方 ●給与受取口座を指定したＪＡでご契約される個人の方

商　 品 　種　 別 ●定額式および目標式（初回で掛金を調整）

期    　     　　間 ●12か月（1年）以上84か月（7年）以内

契    約    内    容

（１）払込方法 ●契約期間内で掛金を分割して払込みいただきます（目標式は初回で掛金を調整）。

●掛込周期は毎月とします。

（２）払込金額 ●1回あたり1,000円以上

（３）払込単位 ●1円単位

（４）契約金額 ●50万円以上200万円以下

払    戻    方    法 ●約定の回数の掛金の払込みが完了した場合、満期日以後に一括して給付契約金を払い戻します。

給  付  補  填  金

（１）適用利回り ●契約時の契約期間に応じた定期積金の店頭表示利率に年0.100％（税引後年0.079％）を上乗せした利率を約定利回りとして

適用いたします。

●契約期間中に給与振込口座の指定を当初指定ＪＡ以外に変更された場合は約定利回りを適用せず、預入日に遡って預入日時

点の定期積金の店頭表示利率を適用します。

（２）支払頻度 ●満期日以後に一括して払い戻します。

（３）計算方法 ●計算単位を1円として契約期間における掛金残高積数に約定利回りを乗じて計算をします。

（４）税金 ●20.315％（国税15.315％、地方税5％）※の分離課税となります。

　※2037年12月31日までの適用となります。

（５）金利情報の ●金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。

　　    入手方法 　または窓口でお問い合わせください。

手　    数    　料 　―

付加できる特約事項 ●総合口座の担保に組入れできます。（貸越利率は担保定期積金の約定利回りに年0.5％を上乗せした利率）

●普通貯金等からの自動振替による払込ができます。

中 途 解 約 時 の
取  り  扱  い

●満期日前に解約する場合は、解約日における普通貯金利率により計算した利息相当額とともに払い戻しま
す。

貯 金 保 険 制 度
( 公  的  制  度 )

●保護対象
　当該貯金は当ＪＡの譲渡性貯金を除く他の貯金等（全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用
貯金（当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という
3条件を満たすもの）を除く。）と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。

苦 情 処 理 措 置

お よ び 紛 争 解 決

 措 置 の 内 容

●苦情処理措置

　本商品にかかる相談・苦情（以下「苦情等」という。）につきましては、当ＪＡ本支所（店）または金融企画課（電話：

089-943-8731）にお申し出ください。

　当ＪＡでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。

　また、ＪＡバンク相談所（電話: 03-6837-1359）でも苦情等を受け付けております。

●紛争解決措置

　外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記担当部署またはＪＡバンク相談所に

お申し出ください。愛媛弁護士会（電話:089-941-6279）

その他参考となる事項 ●払込が遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間、繰り延べます。または契約時の約定利回り（年365日の日割計

算）の割合による延滞利息をいただきます。

●掛金が掛込日前に払い込まれた場合は、契約時の約定利回りに準じて先掛割引金を計算します。

●満期日以後の利息は解約日における普通貯金利率により計算します。

●取扱期間中であっても諸情勢によりお取り扱いを終了することがあります。

商品概要説明書

　詳しくは窓口にお問い合わせください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＪＡえひめ中央

本店営業部 貯金課 089-943-2124 城北支所 089-979-0970 由良出張所 089-961-2004 

生石支所 089-972-0057 垣生支所 089-973-1000 北条中央支所 089-993-3111 

浅海出張所 089-995-0024 北条南支所 089-994-0823 中島支所 089-997-1155 

伊台支所 089-977-0226 道後支所 089-931-8631 桑原支所 089-945-3800 

久米出張所 089-975-0101 重信支所 089-964-2340 三内支所 089-966-2022 

麻生支所 089-956-0501 砥部支所 089-962-2337 荏原支所 089-963-1111 

南伊予支所 089-982-0206 伊予中央支所 089-982-0032 南山崎出張所 089-983-2500 

双海支所 089-986-1122 中山支所 089-967-1122 小田支所 0892-52-3121 

広田出張所 089-969-2311     

 


